
 

平成 15 年 6 月 30 日 

各  位 

東京都渋谷区恵比寿南二丁目 20 番 7 号

株 式 会 社 カ ッ シ ー ナ ・ イ ク ス シ ー

代 表 取 締 役 社 長  武 藤 重 遠

 （コード番号：２７７７） 

問い合わせ先 
執 行 役 員 

管 理 本 部 長 
小林要介

電 話 番 号 03（5725）4171（代表）

 

新株式発行及び株式売出しに関する取締役会決議のお知らせ 

 

平成 15 年 6 月 30 日開催の当社取締役会において、当社株券の日本証券業協会への店頭売買有価証券

としての登録に伴う新株式発行及び株式売出しに関し、下記のとおり決議いたしましたのでお知らせい

たします。 

記 

１．公募による新株式発行の件 

（１）発行新株式の 普通株式   12,000 株 

種類及び数 

（２）発行価額 未定 

（３）募集方法 一般募集とし、日興シティグループ証券会社に全株式を買取引受けさせる。 

一般募集における価格（発行価格）は、平成 15 年 7 月 11 日開催予定の取締

役会において決定する発行価額以上の価格で仮条件を提示し、当該仮条件に

基づいて需要状況等を勘案した上で平成 15 年 7 月 23 日に決定する。 

ただし、引受価額（引受人が当社に払込む金額）が発行価額を下回ることと

なる場合、新株式の発行を中止するものとする。 

（４）引受契約の内容 引受手数料は支払わず、これに代わるものとして一般募集における価格（発

行価格）から引受価額を差し引いた額の総額を引受人の手取金とする。 

（５）申込期間 平成 15 年 7 月 24 日（木曜日）から 

平成 15 年 7 月 28 日（月曜日）まで 

（６）払込期日 平成 15 年 7 月 30 日（水曜日） 

（７）株券交付日 平成 15 年 7 月 31 日（木曜日） 

（８）配当起算日 平成 15 年 7 月 1 日（火曜日） 

（９）申込株数単位 10 株 

（１０）発行価額、発行価額中資本に組入れない額、その他この新株式発行に必要な一切の事項は、今

後の取締役会において決定する。 

ご注意： この文章は当社の新株式発行並びに株式売出しに関して一般に公表するための記者発表文であり、
投資勧誘を目的に作成されたものではありません 
投資を行う際は、必ず当社が作成する新株式発行並びに株式売出届出目論見書（並びに訂正事項分）

をご覧いただいたうえで、投資家ご自身の判断で行うようにお願い致します。 



（１１）前記各号については、証券取引法による届出の効力発生を条件とする。 

 

２．株式売出しの件 

（１）株式の種類 普通株式 

（２）売出人及び ①引受人の買取引受による売出し         

売出株式数 株式会社ユニマットホールディング 4,400 株 

 武 藤 重 遠          4,400 株 

 高 橋 洋 二          4,400 株 

②オーバーアロットメントによる売出し 

日興シティグループ証券会社 上限 3,780 株 

①及び②の合計 上限 16,980 株 

上記②の売出しは、上記①のほかに、日興シティグループ証券会社が、

公募による新株式発行及び上記①の売出しの需要状況等を勘案し、当社

株主である武藤重遠より賃借する当社普通株式について追加的に売出

しを行うものである。売出株式数は上限を示したもので、売出価格決定

日に当該需要状況等を勘案のうえ決定される予定である。 

（３）売出価格    未定（公募による新株式発行の一般募集における発行価格と同一とする。） 

（４）売出方法 ①引受人の買取引受による売出し 

日興シティグループ証券会社、大和証券エスエムビーシー株式会社、Ｕ

ＦＪつばさ証券株式会社、三菱証券株式会社、東海東京証券株式会社、

東洋証券株式会社、あさひリテール証券株式会社、ＳＭＢＣフレンド証

券株式会社及び松井証券株式会社に全株式を買取引受けさせる。 

②オーバーアロットメントによる売出し 

日興シティグループ証券会社が、上記①の売出しのほかに、公募による

新株式発行及び上記①の売出しの需要状況等を勘案し、当社株主である

武藤重遠より賃借する当社株式について追加的に売出しを行う。 

ただし、公募による新株式発行を中止した場合は、株式売出しも中止するも

のとする。 

（５）引受契約の内容 ①引受人の買取引受による売出し 

引受手数料は支払わず、これに代わるものとして売出価格から引受価額

（引受人より売出人に払込まれる金額）を差し引いた額の総額を引受人

の手取金とする。 

（６）申込期間 公募による新株式発行の申込期間と同一とする。 

（７）受渡期日 平成 15 年 7 月 31 日（木曜日） 

（８）申込株数単位 10 株 

（９）売出価格、その他この株式売出しに必要な一切の事項は、今後の取締役会において決定する。 

（１０）前記各号については、証券取引法による届出の効力発生を条件とする。 

ご注意： この文章は当社の新株式発行並びに株式売出しに関して一般に公表するための記者発表文であり、
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３．第三者割当による新株式発行の件 

（１）発行新株式の 普通株式   3,780 株 

種類及び数 

（２）発行価額 未定（公募による新株式発行の発行価額と同一とする。） 

（３）割当先及び 日興シティグループ証券会社 3,780 株 

割当株式数 

（４）申込期日 平成 15 年 8 月 29 日（金曜日） 

（５）払込期日 平成 15 年 8 月 29 日（金曜日） 

（６）株券交付日 平成 15 年 9 月 1 日（月曜日） 

（７）配当起算日 平成 15 年 7 月 1 日（火曜日） 

（８）申込株数単位 10 株 

（９）発行価額、発行価額中資本に組入れない額その他この新株式発行に必要な一切の事項は、今後

の取締役会において決定する。 

（１０）上記払込期日までに申込みのない株式については、発行を打切るものとする。 

（１１）公募による新株式発行を中止した場合は、本第三者割当による新株式発行も中止する。 

 

以上 
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【ご参考】 

 

１．募集及び売出しの概要 

（１）発行新株式数及び売出株式数 

発行新株式数 普通株式 12,000 株 

売出株式数 普通株式 

引受人の買取引受による売出し 13,200 株 

オーバーアロットメントによる売出し  上限 3,780 株 

（２）需要の申告期間 平成 15 年 7 月 15 日 （火曜日）から 

平成 15 年 7 月 22 日 （火曜日）まで 

（３）価格決定日 平成 15 年 7 月 23 日 （水曜日） 

（４）申込期間 平成 15 年 7 月 24 日 （木曜日）から 

平成 15 年 7 月 28 日 （月曜日）まで 

（５）払込期日 平成 15 年 7 月 30 日 （水曜日） 

（６）受渡期日 平成 15 年 7 月 31 日 （木曜日） 

（７）配当起算日 平成 15 年 7 月 1 日 （火曜日） 

（８）オーバーアロットメントによる売出しについて 

１．公募による新株式発行の件に記載の募集及び２．株式売出しの件に記載の引受人の買取引受

による売出しにおいては、新規発行株式 12,000 株の募集及び引受人の買取引受による 13,200 株の

売出しを予定しておりますが、その需要状況を勘案し、当該引受人の買取引受による売出しとは別

に、3,780 株を上限として、日興シティグループ証券会社が当社株主である武藤重遠より賃借する

当社普通株式の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）を行う場合があります。 

これに関連して、当社は、普通株式 12,000 株の新規発行の決議とは別に、平成 15 年 6 月 30 日

開催の取締役会において、日興シティグループ証券会社を割当先とする第三者割当による普通株式

3,780 株の新株式発行（第三者割当増資）を決議しております。併せて、当社は、日興シティグル

ープ証券会社に対して、オーバーアロットメントによる売出しにかかる株式数を上限（上限株数）

に、第三者割当増資の割当てを受ける権利（グリーンシューオプション）を平成 15 年 8 月 27 日を

行使期限として付与する予定であります。 

また、日興シティグループ証券会社は、当社株主である武藤重遠より賃借する株式の返還を目的

として、店頭登録予定日（平成 15 年 7 月 31 日）から平成 15 年 8 月 27 日までの間（シンジケート

カバー取引期間）、上限株数の範囲内で、日本証券業協会が開設する店頭売買有価証券市場において

当社普通株式の買付け（シンジケートカバー取引）を行う場合があります。 

なお、日興シティグループ証券会社は、オーバーアロットメントによる売出しに係る株式数が減

少もしくは中止された場合またはシンジケートカバー取引が行われた場合、当該オーバーアロット

メントによる売出しにかかる株式数からシンジケートカバー取引により取得した株式数を控除した

株式数についてのみ、グリーンシューオプションを行使し第三者割当増資の割当に応じる予定であ

ります。したがって、第三者割当増資における発行数の全部または一部につき申込みが行われず、
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その結果、失権により第三者割当増資における最終的な発行数が減少する、または発行が全く行わ

れない場合があります。また、シンジケートカバー取引期間内においても、日興シティグループ証

券会社の判断で、シンジケートカバー取引を全く行わないかもしくは上限株数に至らない株数でシ

ンジケートカバー取引を終了させる場合があります。 

 

２．今回の増資による発行済株式総数の推移 

現在の発行済株式総数 118,420 株 

公募増資による増加株式数 12,000 株 

第三者割当増資による増加株式数 3,780 株（最大） 

増資後の発行済株式総数 134,200 株（最大） 

 

３．増資資金の使途 

今回の増資による手取概算額 393,000 千円については、業務管理システム開発等の設備資金に

210,000 千円、新製品の開発に 80,000 千円を充当し、残額を借入金の返済に充当する予定であり

ます。また、第三者割当増資の手取概算額上限 126,520 千円（第三者割当増資における申込が全

部行われた場合の見込額）については、全額借入金の返済に充当する予定であります。（手取概

算額は有価証券届出書提出時における想定発行価格（34,000 円）を基礎として算出した見込額で

あります。） 

 

４．株主への利益配分等 

（１）利益配分に関する基本方針 

今後の配当政策は、当社を取り巻く環境及び当社の業績を総合的に判断し、決定してまいりた

いと考えております。 

（２）内部留保資金の使途 

今後の業務拡大のために有効投資してまいりたいと考えております。 

（３）今後の株主に対する利益配分の具体的増加策 

株主に対する利益還元は重要な経営課題の一つとして認識しており、安定配当を目指したいと

考えております。 

（４）過去３期間の配当状況 

第 22 期 第 23 期 第 24 期      

平成 12 年 12 月期 平成 13 年 12 月期 平成 14 年 12 月期 

１株当たり当期純利益 629.35 円 3,508.68 円 3,041.16 円

１株当たり配当額 ― ― ―

（１株当たり中間配当金） （―） （―） （―）

実績配当性向 ― ― ―

株主資本利益率 3.4％ 18.6％ 21.0％

株主資本配当率 ― ― ―

（注）1. １株当たり当期純利益は、期中平均発行済株式数に基づき算出しております。 

2. 株主資本利益率は、当期純利益を株主資本（期末・期首の平均）で除した数値であります。 
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５．販売方針 

販売に当たりましては、日本証券業協会の公正慣習規則に定める株主数基準の充足、店頭登録

後の株式の流通性の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家に販売が行われること

があります。 

需要の申告を行った投資家への販売については、引受人は、各社の定める販売に関する社内規

程等に従い、発行価格若しくはそれ以上の需要の申告を行った者の中から、原則として需要の

申告への積極的参加の程度、証券投資についての経験、知識、投資方針等を勘案した上で決定

する方針であります。 

需要の申告を行わなかった投資家への販売については、引受人は、各社の定める販売に関する

社内規程等に従い、原則として証券投資についての経験、知識、投資方針、引受人との取引状

況等を勘案して決定する方針であります。 

 

６．その他 

今回の公募による新株式発行及び引受人の買取引受による売出しにおいては、当社の従業員持

株会に対して、売出株式数 13,200 株のうち一定の株式を販売する予定であります。 

 

（注）「４．株主への利益配分等」における今後の利益配分等にかかる部分は、一定の配当等

を約束するものではなく、予想に基づくものであります。 

 

以上 


